
○ 免税コンテナーの使用イメージ

○ 現状と改正案の比較

現 状 改 正 案

不 可

貨物を詰めて輸入されたコンテナーである必要がある。

制 限 あ り

貨物の取出地から詰込地までの通常の経路である必要がある。

制 限 な し国 内 運 送 の 使 用 回 数

空コンテナーの国内運送への使用

国 内 運 送 の 経 路

再 輸 出 期 間 原 則 ３ か 月 原 則 １ 年

免税コンテナーの国内運送への使用に係る条件等の緩和

制 限 な し

制 限 な し

国 内 運 送 使 用 の 事 前 申 請 必 要 不 要

１ 回 に 限 る

国内運送

輸入貨物の取出地（外国） （外国）輸出貨物の詰込地

免税輸入 再輸出

原則３か月

（輸入貨物） （国内運送貨物） （輸出貨物）
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